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ニューラルネットワークの学習済み
モデルの特許による保護

ユアサハラ法律特許事務所

弁護士　岡本　義則

　近年、人工知能（ＡＩ）の技術、特にニューラルネットワークの深層学習（ディープラーニング）の
技術の発展により、人工知能（ＡＩ）への関心が高まっている。特許庁からも、平成 29 年３月 22 日に、
特許・実用新案審査ハンドブックの「ＩｏＴ関連技術等に関する事例について」におけるＡＩ関連技術
の事例として、ニューラルネットワークの学習済みモデルについての事例が追加されている。ニューラ
ルネットワークの学習済みモデルについて発明性が認められる事例が、特許庁によって迅速に示された
ことは大きな意義を有すると考えられる。
　本稿では、ニューラルネットワークの学習済みモデルの特許による保護について、特許庁により発表
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１．はじめに
　近年、人工知能（ＡＩ）の利活用促進による産業競
争力強化の観点から、その基盤となる知的財産シス
テムの構築が問題となっており、いわゆるＡＩ学習
済みモデルの保護についても検討がなされている１。
　人工知能（ＡＩ）の技術については、多岐にわたっ
ているが、近年の大きな進歩として、ニューラル
ネットワークにおける深層学習（ディープラーニン
グ）の技術が挙げられる。
　1980年代のいわゆる第２次ＡＩブームの以前にお
いても、４層以上の多層ニューラルネットワークは
存在していた２。筆者は第２次ＡＩブームの末期に
ニューラルネットワーク及び人工知能（ＡＩ）の研
究をした３,４,５。当時は層数が多いニューラルネッ
トワークの誤差逆伝播法（バックプロパゲーション）
での学習には困難があり、学習に用いられるニュー
ラルネットワークの層数は３層のものが多かった。
３層のニューラルネットワークは、ある程度のパ
ターン認識の性能を有していたが、人間が手で特徴
量を抽出した上で、他のパターン認識の手法を用い
た場合と比べて、格段の性能があったとは言い難
かった。なお、多くの企業が取り組んだエキスパー
トシステムなど記号処理ＡＩの分野でも、ある程度
の成果はあったものの、広範な産業分野で実用性能
を出すのは難しく、ＡＩは冬の時代を迎えた６。
　ところが、近年、多層のニューラルネットワーク
において、深層学習（ディープラーニング）の技術
により、画像認識等において、大きな性能向上が得
られた７,８。
　そして、深層学習を始めとするＡＩの性能の向上
により、ＡＩの可能性が見直され、現在、第３次Ａ
Ｉブームを迎えている９。
　深層学習については、情報産業だけではなく、製
造業を含む広範な産業分野において、応用が検討さ
れており、日本の産業競争力の強化が期待されてい
る10, 11。
　ＡＩへの関心が高まる状況において、特許庁は、
平成29年３月22日に、特許・実用新案審査ハンド

ブックの「ＩｏＴ関連技術等に関する事例について」
におけるＡＩ関連技術の事例として、ニューラル
ネットワークの学習済みモデルについての事例２－
14を追加している12。
　ニューラルネットワークのモデルには、従前から
層状のネットワーク以外にも様々なものがあり、近
年も次々に新しいモデルが提案されているが、一つ
の典型的なモデルとして複数の層を有するニューラ
ルネットワークにおいて、各層のニューロン間の結
合の重み（重み付け係数）を学習するモデルがある。
　特許庁が、ＡＩ関連技術の事例２－14として追加
した事例も、複数の層を有するニューラルネット
ワークにおいて、各層のニューロン間の重み付け係
数を学習した学習済みモデルに基づいている。
　本稿では、ＡＩ関連技術の事例２－14に記載され
たニューラルネットワークについて、権利行使の実
効性の観点から検討する。

２．ニューラルネットワークの学習済みモデ
ルの例

　ＡＩ関連技術の事例２－14は、発明の名称を「宿
泊施設の評判を分析するための学習済みモデル」と
する発明について、請求項と発明の詳細な説明の概
要等を示している。請求項１は以下のとおりである13。
【請求項１】

　宿泊施設の評判に関するテキストデータに基づい
て、宿泊施設の評判を定量化した値を出力するよう、
コンピュータを機能させるための学習済みモデルで
あって、
　第１のニューラルネットワークと、前記第１の
ニューラルネットワークからの出力が入力されるよ
うに結合された第２のニューラルネットワークとか
ら構成され、
　前記第１のニューラルネットワークが、少なくと
も１つの中間層のニューロン数が入力層のニューロ
ン数よりも小さく且つ入力層と出力層のニューロン
数が互いに同一であり各入力層への入力値と各入力
層に対応する各出力層からの出力値とが等しくなる

された事例に基づいて、特許侵害訴訟における権利行使の実効性の観点から検討する。ニューラルネッ
トワークの学習済みモデルの特許による保護については、権利行使の実効性の観点を考慮して、審査基
準及びその運用の検討、さらには特許法の改正など、今後の議論をしていくことが望ましいと思われる。


